
司法試験法第１０条に規定する受験禁止期間に関する処分基準

（平成２１年３月３０日司法試験委員会決定）

不正の手段によって司法試験若しくは司法試験予備試験を受け，若しくは受けようと

した者又は司法試験法若しくは同法に基づく法務省令に違反した者に対しては，以下を

基準として，受験禁止期間を決定する。ただし，不正の手段及び司法試験法等に違反し

た行為の内容又は情状により下記の受験禁止期間を減免することができる。

態 様 受験禁止期間

１ 虚偽の出願（替え玉受験，無資格受験 ５年間，司法試験及び司法試験予備試験を

など）によって司法試験若しくは司法試 受けることができないものとする。

験予備試験を受け，若しくは受けようと

した者

２ １のほか，不正の手段によって司法試 ４年以上の期間を定めて，司法試験及び司

験若しくは司法試験予備試験を受け，若 法試験予備試験を受けることができないも

しくは受けようとした者 のとする。

３ １のほか，司法試験法施行規則第５条 １年以上の期間を定めて，司法試験及び司

に規定する司法試験の実施に関し司法試 法試験予備試験を受けることができないも

験委員会の指示に従わなかったなど，司 のとする。

法試験法若しくは同法に基づく法務省令

に違反した者

○ 司法試験法（昭和２４年法律第１４０号 （抜粋））

（合格の取消し等）

， ，第１０条 司法試験委員会は 不正の手段によつて司法試験若しくは予備試験を受け

若しくは受けようとした者又はこの法律若しくはこの法律に基づく法務省令に違反

した者に対しては，その試験を受けることを禁止し，合格の決定を取り消し，又は

情状により５年以内の期間を定めて司法試験若しくは予備試験を受けることができ

ないものとすることができる。


